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障がい者就労アセスメント体制強化事業 仕様書（案） 

 

この業務仕様書は、長野県（以下「県」という。）が行う障がい者就労アセスメント体制強化事

業の業務を委託するに当たり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。 

１ 事業の目的 

働く意欲のある障がい者に対し、その特性・能力を活かすことができる最も適切な「働く

場」への円滑な移行を支援するため、アセスメント支援員による障害福祉サービス事業所職員

へのアセスメント技法の指導及びセミナー開催により支援者の資質向上を図り、就労アセスメ

ント体制の強化を目指す。 

２ 委託契約期間 

委託契約の締結日から令和７年３月 31日まで 

３ 委託契約書 

別添契約書（案）のとおり 

４ 業務内容 

受託者及びアセスメント支援員は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1)障害福祉サービス事業所の職員（支援者）支援 

    障害福祉サービス事業所からの要請に基づき、当該事業所の職員に対して、就労アセスメ

ントの技法を実地で指導する。 

(2)セミナーの開催 

障害福祉サービス事業所の職員を対象に、アセスメント技法を含む一般就労移行に必要な

支援、関係機関との連携方法、企業が求める能力、就職後のフォロー等について学ぶためのセ

ミナーを開催する。 

 

５ アセスメント支援員となる者の要件 

アセスメント支援員となる者は、特に訪問型職場適応援助者（旧第１号職場適応援助者、以下、

旧名称を含むものとし、区別しない。）養成研修を修了し、かつその実務経験を有するものであ

ることが望ましいが、公募への応募にあたっては下記いずれかの要件を満たす者の配置を条件

とする。 

ア 職場適応援助者養成研修の修了者 

   イ 障がい者の就労支援について３年以上の実務経験を有する者 

 

６ 委託業務の対象となる経費 

(1)研修等に係る経費 

報酬・旅費・需用費・役務費・賃借料等、事業実施に際して必要と認められる経費 

(2)人件費 

賃金・社会保険料・手当 

また、既存職員の人件費のうち、事業に従事した業務量に応じた費用 

(3)上記経費の 10%を上限とし、その他一般管理費の経費として認める。 

(4)対象とならない経費 

①機械・機器の購入費用 

②土地・建物を取得するための経費 

③施設や設備を設置又は改修するための経費 

④国や地方公共団体の補助金、委託費等により既に支弁されている経費 

⑤その他事業と関連が認められない経費 

 

７ 経理 
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業務委託の経理については、次のとおりとする。 

(1)総勘定元帳及び現金出納簿、預金通帳等の会計帳簿を備え、他の経理と明確に区分し、委

託費の使途を明らかにしておくこと。 

(2)支出内容を証する関係書類を整備し、会計帳簿とともに業務委託の完了した日の属する会

計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することができるよう保管すること。 

(3)雇用した労働者の出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備し、業務終了後５年間保

管すること。 

(4)委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち国が

実施するものとの併給はできないものであること。 

 

８ 業務完了報告等 

業務が完了したときは、委託契約書第８条で定める報告のほか、四半期ごとに実績に関する

報告を求める場合があるので、書類を整備しておくこと。 

 

９ 事業実施にあたっての留意事項 

(1)アセスメント支援員となった者は、その業務に従事しているときは、障害福祉サービス事

業所等の配置基準に加えることができない。また、特に許しのある場合を除き、一つの支

援業務について他の業務等を兼務し、重複して報酬を得ることはできない。 

(2)アセスメント支援員は、自ら支援業務を実施するほかに受託者に属する他の職員をもって

業務を実施することができるものとする。ただし、他の職員が支援業務を実施するにあた

っては、アセスメント支援員はその計画、進捗、状況等を随時把握しながら進めること。

また、支援業務を実施する職員についても上記(1)と同様の取扱いとする。 

(3)本事業の実施にあたっては、企業、圏域の障害者就業・生活支援センター、ハローワー

ク、長野障害者職業センター、障害福祉サービス事業所等の関係機関と緊密に連携をと

り、効果的な支援の実現に留意するとともに、関係機関同士の協力関係の構築に努めるこ

と。 

(4)受託者及びアセスメント支援員となった者は、契約の終了後を含めて、本事業を実施した

ことにより知り得た秘密について他人に漏らしてはならない。 

(5)受託者は、本事業による契約が終了したときは、支援に用いた個人情報等を含む書類、電

子データ等について、必要期間保存の後、自己の責任において適切に破棄または処分しな

ければならない。 

(6)受託者及びアセスメント支援員となった者は、本事業の実施にあたり関係者及び関係機関

に損害が生じることのないよう、充分な注意を払わなければならない。事業実施にあたっ

て、必要に応じて県内の就労支援機関、特別支援学校等の情報を提供するが、以下のとお

り取扱いには十分注意すること。 

・情報は、本事業に関する業務に限定して使用すること。 

・事業所の就職状況は非公表であるので、外部へ情報漏洩のないよう適切に管理すること。 

 

10 その他 

この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に関して疑義が生じたときは、その都度協議す

るものとする。 


